
板橋区登録猫ボランティア事業実施要綱 

（令和４年８月１７日区長決定） 

（目的） 

第１条 この要綱は、猫に係る地域の環境問題を住民の意思による活動により解

決し、より良い地域環境を目指すことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１）飼い主のいない猫  

明確な飼い主がおらず、屋外にて自由に行動している猫 

（２）譲渡対象とする猫 

   飼い主のいない猫以外で、生活衛生課長が特別に認める猫 

（方針） 

第３条 第１条に定める目的を達成するため、区における猫に係る地域の環境問

題を解決するための活動（以下「活動」という。）は、次の各号に掲げる方針

に従って行うものとする。 

（１）地域住民の協力を得ながら、周辺地域の環境衛生に配慮しながら行うこ

と。 

（２）飼い主のいない猫もしくは適正な管理を受けておらず、周辺地域に環境問

題を発生させている飼い猫を減少させていくこと。 

（３）猫による地域トラブルを減少させていくこと。 

（登録ボランティア） 

第４条 区長は、前条の方針に従い活動を円滑に実施するため、前条の方針に則

した活動を行うボランティアを板橋区登録猫ボランティア（以下「登録ボラン

ティア」という。）として登録する。 

２ 登録ボランティアは、個人又は団体での登録とする。 

３ 登録ボランティアの登録期間は、登録をした日からその日が属する年度の３

月３１日までとする。 

（活動内容） 

第５条 登録ボランティアの行う活動は、前第３条の方針に基づき、次の各号の

とおりとする。 

  なお、第１号及び第２号の活動に関しては、第８条の登録を申請する者がい

ずれか一方、又は双方の活動を行うのか選択するものとする。 

（１）TNR活動 

   飼い主のいない猫の繁殖を防ぐため、飼い主のいない猫を捕獲し、去勢・

不妊手術を行い、元にいた場所に戻す活動 



（２）猫の譲渡活動 

   飼い主のいない猫又は譲渡対象とする猫を保護し、新たな飼い主に譲渡す

る活動 

（３）活動の地域への周知活動 

（４）関係者会議への参加 

２ 前項第２号により新たな飼い主に猫を譲渡する際には、当該猫に原則去勢・

不妊手術を行い、マイクロチップを装着させる。 

３ 第１項に定める活動は、事前に申請した活動範囲内で行うことを基本とし、

活動範囲外で行う場合は、事前に生活衛生課に協議することとする。 

（区の支援） 

第６条 区長は、登録ボランティアの活動を支援するため、次の各号に定める事

項を行う。 

（１）前条の活動に係る去勢・不妊手術費及びマイクロチップ装着費用の助成 

（２）猫の捕獲又は運搬のための捕獲機又は、ケージの貸与 

（３）前号のほか登録ボランティア活動に必要と認める物品の貸与又は支給 

（４）活動に係るパンフレットの作成、活動の周知の援助 

（５）区関係者及び登録ボランティア等で開催する関係者会議の開催 

（６）その他区長が必要と認める事項 

２ 前項第１号の助成については、別に定めるところにより予算の範囲内で行

う。 

（登録要件） 

第７条 登録ボランティアとして登録するに当たっては、次の各号の要件を満た

さなければならない。 

（１）第１条及び第３条に掲げた区の目的及び方針に賛同し、区と協力して対策

を推進すること。 

（２）登録する個人又は団体の代表者及び構成員の半数は、板橋区に居住する成

年であること。 

（３）板橋区内において活動すること。 

（４）地域住民の理解を得るように努力し、活動すること。 

（５）区が実施する登録ボランティアに係る説明会及び講習会に参加すること。 

２ 未成年者が活動に参加する場合、活動を共にする登録ボランティアが自己の

責任において監督をすること。 

（登録申請） 

第８条 登録を申請する者は、板橋区登録猫ボランティア登録申請書（別記第１

号様式）を区長に提出することにより登録申請を行うものとする。 

２ 登録申請を行う場合、登録する者の顔写真及び身分証明書の写しも併せて提



出することとする。 

（登録認定） 

第９条 区長は、前条の規定による申請を受領し、第７条各号に掲げる登録要件

を満たす場合は、登録ボランティアとして認定する。 

２ 区長は、登録認定したときは、当該登録ボランティアに板橋区登録猫ボラン

ティア認定通知書（別記第２号様式）及び板橋区登録猫ボランティア証（別記

第３号様式）（以下「登録ボランティア証」という。）を交付する。 

３ 区長は、登録を認定しないときは、板橋区登録猫ボランティア不認定通知書

（別記第４号様式）を交付する。 

（登録の更新） 

第 10条 登録ボランティアは、毎年３月１日から３月 31日までに次の各号に掲

げる書類を区長に提出することにより、登録を翌年度に更新することができ

る。 

  ただし、当該ボランティアが第 13条に掲げる各号に該当する場合は、区長

は、登録ボランティアの更新をしないことができる。 

（１）板橋区登録猫ボランティア更新申請書（別記第５号様式）（以下「更新申

請書」という 

（２）活動報告書（別記第６号様式） 

２ 区長は、更新の認定をしたときは、当該登録ボランティアに板橋区登録猫ボ

ランティア更新認定通知書(別記第７号様式)及び登録ボランティア証を交付す

る。 

３ 区長は、更新の認定をしないときは、当該登録ボランティアに板橋区登録猫

ボランティア更新不認定通知書（別記第８号様式)を交付する。 

（登録内容の変更） 

第 11条 登録ボランティアは、活動内容の変更等、登録内容に変更が生じた場

合は、板橋区登録猫ボランティア登録事項変更届（別記第９号様式）（以下

「変更届」という。）を速やかに区長に届け出なければならない。 

２ 登録ボランティアは、登録内容の変更を、前条に規定する登録更新の際に同

時に行う場合は、変更後の登録内容を更新申請書に記載することにより変更届

に代えることができる。 

３ 登録ボランティアは、前２項に規定する登録内容の変更に際し、区長から求

められた場合には変更内容に係る資料を添付しなければならない。 

（資格喪失） 

第 12条 登録ボランティアは、第７条各号に定める登録要件に該当しないこと

となった場合は、区長に対し、板橋区登録猫ボランティア終了届（第 10号様

式）を提出しなければならない。 



（登録抹消） 

第 13条 登録ボランティアが次の各号に掲げる場合に該当する場合は、区長

は、登録ボランティアの登録を抹消することができる。 

（１）登録ボランティアが、第７条各号に定める登録要件に該当しないこととな

った場合 

（２）登録ボランティアが、この要綱の定めに逸脱した活動を行った場合 

（３）登録ボランティアが、虚偽の申請に基づき活動するなど、信義に反する行

為を行った場合 

（４）登録ボランティアが、前条の規定による届出を行った場合 

（５）その他、当該登録ボランティアの活動が、この要綱に定める目的を達成す

るために支障があると認められる場合 

２ 区長は、登録ボランティアの登録を抹消した場合には、当該登録ボランティ

アに対し、板橋区登録猫ボランティア登録抹消通知書（別記第 11号様式）を

交付する。 

３ 第１項の規定により登録を抹消されたボランティアは、抹消をされた年度か

ら起算して３年間は登録することはできないものとする。 

（関係者会議） 

第 14条 区長は、１年に１度、区関係者及び登録ボランティア等で構成される

関係者会議を開催する。 

２ 区長は、登録ボランティアに関係者会議の開催日程及び開催方法を事前に通

知するものとする。 

（委任） 

第 15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定め

る。 

   付 則 

 この要綱は、区長決定のあった日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号様式（第８条関係） 

年  月  日 

（宛先）板橋区長 

                            個人の場合 

               

団体の場合  

 

板橋区登録猫ボランティア 登録申請書 
  

下記のとおり、板橋区登録猫ボランティアとして活動するため、登録の申請を

行います。 

記 

１ 構成員（代表者を含めた全員を記載。個人の場合は、１名のみ記載） 

氏名 住所 電話番号 

   

   

   

   

  ※構成員が記載欄を超える場合は、別表（様式自由）を添付すること。 

 

２ 活動内容 

  （１）ＴＮＲ活動 □ 

  （２）猫の譲渡活動 □ 

   （３）本活動の地域への周知 ■ 

  （４）関係者会議への参加 ■ 

 

３ 活動範囲 

 

 ※必要に応じて、地図を添付すること 

４ 提出書類 

   ・登録申請書（本用紙） 

   ・顔写真（横 2㎝×縦 2.5㎝） 

   ・身分証明書の写し（運転免許証など） 

申請者氏名  

団体名  

代表者氏名  

←いずれか一方、又は両方を選択 



第２号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

                          板橋区長 

                         （公印省略） 

 

板橋区登録猫ボランティア認定通知書 

 

   年  月  日付けで申請のあった板橋区登録猫ボランティアへの登録申

請について、認定することを通知します。 

 

記 

 

１ 認定内容 

認定番号  

団体名（団体登録のみ）  

登録者（団体の場合代表者）  

活動内容（選択活動） 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

活動範囲  

認定日  

 

２ 認定期間 

  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

 

３ 注意事項 

  ・区の方針に則った活動を行うこと。 

  ・活動に際しては、地域住民の理解を得られるよう努力すること。 

  ・地域において猫に給餌をする場合は、決めた時間、場所で行い、置き餌を

しない等適切な給餌を行うこと。 

 

 

 



第３号様式（第９条関係） 

 

認定番号：    

板橋区登録猫ボランティア証 
 

氏 名（グループ名）： 

交付年月日：   年  月  日 

有効期限：   年  月  日 
  

上記の者は、板橋区が認定する登録 

ボランティアであることを証明します。 

 
 東京都板橋区長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 

貼付欄 

2×2.5 ㎝ 



第４号様式（第９条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

                          板橋区長 

                         （公印省略） 

 

板橋区登録猫ボランティア不認定通知書 

 

   年  月  日付で申請のあった板橋区登録猫ボランティアへの登録申請

について、不認定とすることを通知します。 

 

記 

１ 不認定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

（宛先）板橋区長 

 

              個人の場合 

 

              団体の場合 

 

 

板橋区登録猫ボランティア更新申請書 

 下記のとおり、来年度も板橋区登録猫ボランティアとして活動するため、登録

の更新を申請します。 

 なお、登録事項について変更箇所は以下の通りです。 

記 

〇登録事項の変更について （ 変更あり ・ 変更なし ） 

 

〇変更内容 

１ 団体名及び活動内容 

変更事項 旧 新 

団体名   

活動内容 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

 

２ 構成員 

  該当する変更箇所に〇をつけ、記載してください。 

変更箇所 氏名 住所 電話番号 

追加 脱退 

内容変更 

新    

旧    

追加 脱退 

内容変更 

新    

旧    

※欄が不足する場合は、別紙に記載すること（様式なし） 

３ 活動範囲 

 

 

※必要に応じて地図を添付すること 

申請者氏名  

団体名  

代表者氏名  



第６号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

（宛先）板橋区長 

              個人の場合 

 

              団体の場合 

 

 

登録猫ボランティア 活動報告書（     年度） 

 今年度行った活動について、下記のとおり報告します。 

記 

１ ＴＮＲ活動 

去勢・不妊手術の実施頭数 頭 

活動範囲 
 

その他報告事項 
 

 

２ 猫の譲渡活動 

譲渡した猫の数 頭 

去勢・不妊手術の実施頭数 頭 

マイクロチップ装着数 頭 

活動範囲 
 

その他報告事項 
 

 

３ 来年度の活動 

  □ 希望する     □ 希望しない 

 

  ※来年度の活動を希望する場合は、本活動報告とあわせて「板橋区登録猫ボ

ランティア更新申請書」の提出が必要です。 

  ※活動を終了する場合は、区が配布した証明書や、物品は速やかにご返却く

ださい。 

 

報告について記載欄が不足する場合は、別紙（様式なし）に記載し、添付してください。 

申請者氏名  

団体名  

代表者氏名  



第７号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

       様 

 

板橋区長 

（公印省略） 

 

板橋区登録猫ボランティア更新認定書 

  年  月  日付けで申請のあった板橋区登録猫ボランティアの更新申請に

ついて、認定することを通知します。 

 

記 

 

１ 認定内容 

認定番号  

団体名（団体登録のみ）  

登録者（団体の場合代表者）  

活動内容（選択活動） 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

活動範囲  

認定日  

 

２ 認定期間 

      年  月  日 ～     年  月  日 

 

３ 注意事項 

  ・区の方針に則った活動を行うこと。 

  ・活動に際しては、地域住民の理解を得られるよう努力すること。 

  ・地域において猫に給餌をする場合は、決めた時間、場所で行い、置き餌を

しない等適切な給餌を行うこと。 

 

 

 

 

 



第８号様式（第 10条関係） 

年  月  日 

 

          様 

 

                          板橋区長 

                         （公印省略） 

 

板橋区登録猫ボランティア更新不認定書 

  年  月  日付けで申請のあった板橋区登録猫ボランティアの更新申請に

ついて、不認定とすることを通知します。 

 

記 

１ 申請内容 

認定番号  

団体名（団体登録のみ）  

登録者（団体の場合代表者）  

活動内容（選択活動） 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

活動範囲  

認定日  

 

２ 登録抹消日 

      年  月  日 

 

３ 登録抹消理由 

 

 

４ 注意事項 

 ・区が配布した証明書や物品は速やかに区に返却すること。 

   

 

 



第９号様式（第 11条関係） 

年  月  日 

（宛先）板橋区長 

              個人の場合 

 

              団体の場合 

 

 

板橋区登録猫ボランティア登録事項変更届 

  

下記のとおり登録事項の変更をしたので届け出ます。 

 

記 

 

１ 団体名及び活動内容 

変更事項 旧 新 

団体名   

活動内容 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

 

２ 構成員 

  該当する変更箇所に〇をつけ、記載してください。 

変更箇所 氏名 住所 電話番号 

追加 脱退 

内容変更 

新    

旧    

追加 脱退 

内容変更 

新    

旧    

追加 脱退 

内容変更 

新    

旧    

 ※構成員が記載欄を超える場合は、別紙（様式なし）を添付すること 

 

３ 活動範囲 

 

 

※必要に応じて地図を添付すること 

申請者氏名  

団体名  

代表者氏名  



第 10号様式（第 12条関係） 

年  月  日 

（宛先）板橋区長 

              個人の場合 

 

              団体の場合 

 

 

 

板橋区登録猫ボランティア終了届 

 

 板橋区登録猫ボランティアの活動を終了しますので届け出ます。 

  

記 

 

認定番号  

団体名（団体登録のみ）  

登録者（団体の場合代表者）  

活動内容（選択活動） 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

認定日  

 

・活動を終了した場合、区が配布した証明書や物品は速やかに区に返却するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者氏名  

団体名  

代表者氏名  



第 11号様式（第 13条関係） 

年  月  日 

          様 

 

                          板橋区長 

                         （公印省略） 

 

板橋区登録猫ボランティア登録抹消通知書 

 

 下記のとおり、板橋区登録猫ボランティアの登録を抹消しましたので通知しま

す。 

記 

１ 認定内容 

認定番号  

団体名（団体登録のみ）  

登録者（団体の場合代表者）  

活動内容（選択活動） 
□ ＴＮＲ活動 

□ 猫の譲渡活動 

認定日  

 

２ 登録抹消日 

      年  月  日 

 

３ 登録抹消理由 

 

 

４ 注意事項 

 ・区が配布した証明書や物品は速やかに区に返却すること。 

   

 


